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平成 23年 度 長 岡市地域コミュニティ事業補助金交付申請書
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平成 23年 5月 2日

平成 23年 度 長岡市地域コミュニティ事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請 します。

業事 名 楽山亭活性化事業

事 業 概 要

【目的】

与板地域の歴史的建造物 「楽山亭」を交流の場として定期的に活用する。ま

た、日本の伝統的、文化的な体験や学習を通 した交流事業を行うことにより、

与板地域の活性化に役立てる。

【内容】

1.抹 茶の呈茶 (来客者のおもてなし)

2.各 種かるた、投扇興、貝合せ、聞香など (日本の伝統的文化の

体験、学習、伝承)                  .

3.読 み聞かせ、自然探索、カー ドゲームなど (子供を対象として)

4.聞 香、きものリフォーム展 (特別イベントとして)

補 助 申 請 額 下記 (F)の額を記入 2 6 3 0 0 0 円

補 助 申 請 額

算 出 の 基 礎

支出の部合計ω 補助対象外経費G) 補助対象経費(C)

388,900円 388,900円

特定財源(D)
事業を実施することによって得られる収入

のうち、補助対象経費に充てるもの

(C)一(D)=補助金算出対象額   (補 助率)

60,000円

補助金額 (E)

328,900円 2 6 3 , 1 2 0円

尋
補助金額 (E)の 千円未満切 り捨てた額

※金額の上限は50万 円です

263,000円

( F )

0円

事 業 期 間 (予定) 着  手 平 成 23年 5月 29日 完  了 平 成 23年 10月 31日

添 付 書 類 団体の概要説明書 (第2号 様式)

事業計画書 (第3号 様式)

事業の収支予算書 (第4号 様式)
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1.申 請団体の概要および申請事業の計画等【公開対象】

お、   り    が    な なごみのかい

団 体 名 なごみの会

代 表 者 氏 名 (肩書 :代 表 )石 丸  優 子

設 立 年 月 日 昭和・GD 23年4月21日 構 成 員 数 7人

設 ユユ 目 的
与板地域の歴史的建造物「楽山亭」において呈茶を通じて交流を図り、
日本の伝統的文化を継承する場として活用する。

これまでの活動実績

平成23年 5月 1日 9:00～ 16:00

楽山亭にて呈茶及び万葉かるたの読み合わせを実施

過去の補助実績
(該当する場合のみ)

年度 1    補 助を受けた制度の名称    1  補 助金額(円)

添
付
資
料

事 業 計 画 ・別添「第3号様式 事業計画書」のとおり

収 支 予 算 等 '別添「第4号様式 事業の収支予算書」のとおり

その他、団体をPR

するパンフレット等
有 (こ三)  (どちらかにOE日)

受付 No l
第2号様式

平成23年 度  長 岡市地域コミュニティ事業補助金申請団体の概要

※ 個人情報保護の観点から、広く公開してもよいものなら
“
公開

"に
、そうでないものは

“
非公開

"に
O

を付けてください。

※ 2の添付資料(名簿類・規約類)については、交付審査の際の資料として審査関係者に提示する場′
合があります。

2.申請団体の連絡先等【公開、非公開を選択※】

事 務 所 所 在 地 長岡市与板町本与板2435番 地13 貶亜》B非公開】

電 話 ・FAX番 号 等
雇:言舌BFAX 0258-72-3038  堪 毒亭洋 09い 8257-1686 に重覇淳非公開】

Eメールアドレス ishiishpDlum.Olala,or.lo

担 当 者 連 絡 先

氏 名 石 丸  傷 子 確亜覇淳非公開】

件 所 長岡市与板町本与板2435番 地 13

電話fAX番 号等
雷言舌・FAX0258-72-303携 帯事090-8257-1686

Eメーリレアドレス ishitshpDlllm_olala or in

添
付
資
料

名簿またはこれに

類するもの
B別添のとおり 確軍弱汁非公開】

規約またはこれに

類するもの
B別添のとおり 確型勢>非 公開】



第3号①様式

事 業 計 画 書

業事 名 楽山亭活性化事業

事 業 実 施 の 目 的
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必要性

楽山亭を文化活動の場として定期的に開放することで、

地域住民の身近な交流の場としての認識を芽ばえさせ、

与板地域の活性化につなげる。

地域による活用が少なく、閉鎖されている日が多い。

伝統的文化の伝承、体験は格調高いという先入観から

敬遠される可能性がある。

町の駅の移転、遊歩道との地理的関連からも、楽山亭

を開放し活用してほしいとの地域住民の要望が高い。
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事

実施月日 :月J紙スケジュールのとおり

実施場所 :楽 山亭 (長岡市与板町与板甲627番 地甲)

参 加 者 :延 べ400名 (見込)

実施内容 1.抹茶の呈茶 (来客者のもてなし)

2.各 種かるた、投扇興、貝合せt聞 香など(日本の伝

統的文化の体験、学習、伝承)

3.読 み聞かせ、自然探索など(子供を対象として)

4.聞 香、きものリフォーム展(特別イベントとして)

業
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別紙スケジュールのとおり

地域活性 化の波及性

B呈茶及び伝統的文化の体験やイベントの開催を発信することで

「楽山亭」の知名度が上り、地域外からの訪問者も期待できる。
コ遊歩道や町の駅との地理的な関連性から、観光スポットとしての
一体感や魅力が高まり、与板地域の活性化につながる。
コ歴史的建造物で伝統的な遊びを体験できることに価値を見出し、

イ国人の教養を深めると同時に年代を超えた交流が図れる。

※ 事業の内容は、詳細に記載してください。(別紙も可)



楽山亭活性化事業 H23年 度スケジュール

5月

29日 (日)9:00～ 16:00  呈 茶  芭 蕉 「奥 の細道」 カルタ

6月

5日 (日)9:00～ 16:00  塁 茶 万 葉 カルタ

12日 (日)9:00～ 16:00  呈 茶 芭 蕉 「奥の細道」 カルタ

1 9日  (日 ) 9:00～ 16:00   塁 茶  百 人一
首

26日  (日 ) 9:00ハ V16i00   呈 茶  投 扇興

7月

3日 (日)9:00～ 16:00  呈 茶  い ろはカルタ

10日 (日)9:00～ 16:00  呈 茶  ミ ニ聞香  啄 木 カルタ

17日 (日)9:00～ 16:00  呈 茶  ミ ニ聞香

8月 <子 ども特 集 >

7日 (日)9:00～ 16:00  塁 茶 読 み聞かせ 楽 山苑散策 バ ー ドゲーム

花お りお リカル タ 漢 字博士 魚 (とと)合わせ

いろはカルタ 論 語 カルタ 良 寛 カルタ

良寛紙芝居

21日 (日)9:00～ 16:00  同 上

28日 (日)9:00～ 16:00  同 上 楽 山苑の宝探 し

9月

4日 (日)9:00-16:00  呈 茶  論 語 カルタ

1 1 日 (日 ) 9:00～ 16:00   呈 茶

20日 (火)        「
きもの リフォーム 展 」

～ 30日 (金)

10月

2日 (日)9:00～ 16:00  呈 茶 貝 合わせ

9日  (日 ) 9:00～ 16i00   呈 茶  百 人一―
首

23日 (日)10:00～ 15:00  イ ベ ン ト聞香 「みや この香 り」

(講師 :御家流 中 尾和子 先生)



第4号様式

収入の部

事 業 の 収 支 予 算 書
(単位 :円)

項  目 予算額 内 訳

地域コミf予 ィ事業補助金 (F) 263,000

己

金

自

資

65,900 会費

特

定

財

源

寄附金

参加費 60,000 聞香「みやこの香」3,000円X20名

その他収入金

小  計 (D) 60,000

そ の

他

△
ロ 計 388,900

項  目 予算額 内 訳

補

助

対

象

経

費

消耗品費 115,000
各種かるた、投扇興セット、茶巾、茶せん、懐紙

宝探じ景品、コピー用紙ほか

食材料費 90,000 抹茶、お菓子

会場使用料 60,000 楽山亭使用料 (1,500円X30回 )

印刷費 53,900 チラシ、看板作成

報償費 30,000 聞香講師謝礼

交通費 15,000 講師交通費

食糧費 3,000 講師弁当代(1,500円X2名 )

通信費 8,000 切手代 (80円 X50人 ×2回 )

手数料 14,000 新聞折込手数料(7,000円X2回 )

小  計 (C) 388,900

補

助

対

象

外

経

費 小  計 (B)

合  計 (A) 388,900

支出の部 (単位:円)

※ 項目欄が不足する場合は、同類の項目をまとめて記入し、細目は別紙に記載してご提出ください。



なごみの会 会 則

(名 称 )

第 1条    こ の会は、なごみの会 と称する。

(目 的 )

第 2条    こ の会は、楽山亭にて来客者を接待する。日本の伝統的文化を伝承 し、

体験及び学習を通 して与板地域から情報発信する。

(所在地)

第 3条    こ の会の事務局は代表者宅 「長岡市与板町本与板 2435番 地 13」

に置 く。

(会 員 )

第 4条    こ の会は、上記の目的に賛同する個人で構成する。

(役 員 )

第 5条    こ の会は次の役員を置 く。

代表  1名 、 副 代表 2名 、 会 計  1名 、 監 事 数 名

(任 期 )

第 6条    役 員の任期は 1年 とする。ただ し、再任は妨げない。

(会 費 )

第 7条    年 1回  会 員の会費を徴収する。

(会計年度)

第 8条    こ の会の会計年度は毎年 4月 1日 から翌年 3月 31日 までとする。

(監 査 )

第 9条    監 事は、毎年会計閉鎖後監査を行い、その結果を代表に報告する。

(適 用 )

第 10条  こ の会則は、平成 23年 4月 21日 より適用する。


